
「鉄道・運輸機構法の一部改正法案」の成立に対する見解 

 

 2016年 11月 11日、参議院本会議において「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一

部を改正する法律案（以下、「機構法改正法案」）」が賛成多数で可決され成立した。ＪＲ連合は同法

案の国会審議に際して、ＪＲ東海ユニオンをはじめとする加盟単組、そしてＪＲ連合国会議員懇談会や

「21 世紀の鉄道を考える議員フォーラム」に所属する国会議員等とともに、働く者の立場からの主張

を発信してきた。衆参両院の国土交通委員会審議では、附帯決議も含め、私たちの主張が全て反映され

た点を高く評価するとともに、共鳴し連携・考動して頂いた全ての関係者に敬意と謝意を表す。 

 

この度の法改正は、本年８月に政府が閣議決定した「未来への投資を実現する経済対策」に端を発す

る。「現下の低金利状況を活かし、財投債を原資とする財政投融資の手法を積極的に活用・工夫するこ

とにより、中央新幹線計画の全線開業（大阪まで）を最大８年間前倒すことを図る」とされ、ＪＲ東海

が現計画で品川～名古屋間開業後に設定した「経営体力回復期間」を最大限短縮し、連続して名古屋～

大阪間の工事に着手し、開業年度を前倒しすることを企図する内容である。機構法改正法案は、独立行

政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下、「機構」）を通じてＪＲ東海へ財政投融資資金の貸付

けを行うため、機構の事業に新たに融資機能を付加するために必要な法改正手続きであった。 

 

ＪＲ連合は従来、ＪＲ東海が自己負担で推進している中央新幹線計画については、施策自体の有する

経済・社会的な意義はもとより、働く者の立場から、当該施策によるＪＲ東海の持続的な発展が、組合

員の雇用確保・創出、労働条件改善等に資すると捉え賛同してきた。また当該計画の推進について、政

府がこの度‘国家の経済対策’として位置付け財政投融資を活用するということに鑑みれば、大きな意

義・価値があると捉えた。具体的な内容は‘長期・低利・固定での資金融資’であるが、一方で国鉄時

代に政治等の介入により財政投融資が採算性の不確実な路線建設等に多く用いられたという過去の教

訓を踏まえれば、何よりも「ＪＲ東海の経営の自主性」の確保が大前提であるということを、各方面に

対し訴えかけてきた。 

加えて、機構は整備新幹線の建設主体でもあり、整備新幹線計画の推進にも共通する課題に係る主張

も合わせて展開する重要な機会と捉え、国会審議に反映する取り組みを展開してきた。具体的には、中

央新幹線・整備新幹線の各事業ともに、人の確保の可否や施工能力を度外視した事業の進め方（前倒し

圧力）は、作業の安全性確保や過重労働防止、労働災害防止といった観点から許してはならないという

こと、建設主体の安全に係る判断を尊重するべきといった主張である。参議院では、大型インフラ整備

のみならず地域の移動・輸送手段の確保に向けた国の尽力を求める要素も附帯決議に付すべく訴えた。 

その結果、今法改正案の審議に際しては、ＪＲ連合国会議員懇談会や「21 世紀の鉄道を考える議員

フォーラム」をはじめとする多くの国会議員が、私たちの考え方に共鳴し、国会審議における主張内容

の展開と反映を強く誠実に行うとともに、さらには附帯決議への反映という形に結実した。 

 

ＪＲ連合は、中央新幹線計画及び整備新幹線計画の推進にあたっては、引き続き「安全」を基軸とし

て、働く者の視点を重視した労働条件・労働環境の確保を大前提とした政策提言を行っていく。また、

今後の整備新幹線計画の推進にあたっては、利用者の利便性や、事業運営を行う事業者の経営、地域の

経済・社会への影響などの様々な要素を踏まえた合理的かつ総合的な判断・推進を求め、各加盟単組と

密に連携し政策活動を展開していく。 
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